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北九州市障害者自立支援協議会の運営

（実施状況）

・ 相談支援部会、地域ネットワーク部会、権利擁護部会、

指定相談支援事業者等連絡会議、

地域生活支援拠点等推進会議の各部会での議論

・ 自立支援フォーラムの開催

（現状の課題・今後の見通し）

・ 意思決定支援や相談支援など、関係者とともに地域での

生活の課題を洗い出し、解決方法を研究していく。

１

【分野３】 地域包括ケアシステムの構築
（地域生活支援、相談体制の充実）



雇用施策との連携による重度障害者等就労支援

（実施状況）

・ 重度障害者等に対する就労支援として、通勤や職場等に

おける支援を行うことにより、就労の機会の拡大を図る。

・ 重度訪問介護、同行援護又は行動援護の支給決定を受け、

民間企業又は自営業で週１０時間以上勤務する方が対象

（現状の課題・今後の見通し）

・ 令和４年１月に事業開始し、２名がサービスを利用

・ 今後、ニーズ等の課題を洗い出し、必要な対応を検討
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【分野５】就労の支援、雇用の促進及び経済的支援の推進



障害を理由とする差別の解消に向けた取り組み

（実施状況）

・ 障害者差別解消支援地域協議会において、これまでの総括を

行った。

・ 法改正に伴う事業者への合理的配慮の義務化を見据え、

事業者の委員の拡充を図った。（３→７事業者）

・ 障害者週間に合わせ、街頭アンケートを実施した。

（現状の課題・今後の見通し）

・ 改正法の施行、条例改正を見据え、障害者差別解消支援

地域協議会において部会を設置し、今後の施策を推進
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【分野１０】差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止



新型コロナウイルス感染症対策

（実施状況）

・ 障害福祉サービス事業所での感染対策の支援

・ 介護者の感染等により在宅での支援が困難な方の

受入れ体制の構築

・ ワクチンの優先接種、接種時の合理的配慮の推進

（現状の課題・今後の見通し）

・ 今後も、保健所や医療機関、国・県と連携し、

受け入れ体制の充実や合理的配慮の推進を図る。

その他


